

(1)　流域下水道事業を取り巻く環境
大阪府では、急激な都市化に伴う広域的な水質悪化や浸水被害に対応するべく、昭和40年（1965年）に全国に先駆けて流域下水道事業に着手した。流域下水道は処理場やポンプ場、幹線など根幹施設を大阪府が整備し、市町村公共下水道から下水を集めて排除・処理するため、要する経費の一部については市町村から利益を受ける範囲に応じた負担金を徴収している。
事業着手から50年以上を経て普及率が向上し（令和６年度末 97.3%）、生活環境の向上はもとより、公共用水域の水質改善や浸水被害の軽減に大きく寄与している。今後は、老朽化の進む膨大な施設を適切に管理し、必要な改築を着実に進めていくことが重要なテーマとなる。このような状況下で、今後予想される人口減少など社会経済情勢の変化により、流域下水道を取り巻く経営環境は厳しくなると予想されるとして、平成30年３月に大阪府流域下水道事業経営戦略（計画期間：平成30年度～令和９年度）を策定した。
府は平成30年４月から流域下水道事業に法の財務規定を適用している。公営企業会計の適用により顕在化した財政赤字の解消に向けて取り組んできた経費負担制度の見直しが市町村と合意に至ったこと、流域下水道事業を取り巻く環境に変化が生じてきたこと等を踏まえ、令和６年３月には、経営戦略の中間見直しが行われた。

(2)　経営状況
ア　経営成績
令和６年度の営業収益は、236億600万円であり、前年度と比較して21億2,900万円（前年度比8.3％）減少した。その主な要因は、当事業年度より、収入金額のうち精算手続によって翌年度に返納が見込まれる金額相当額については預り金として計上することに会計方針を変更したこと等に伴い、負担金が19億7,500万円減少したことである。営業費用は、623億4,900万円であり、前年度と比較して13億9,100万円（前年度比2.2％）減少した。その主な要因は、減価償却費が８億1,900万円減少したことである。これらの結果、営業損失が387億4,300万円となり、前年度と比較して７億3,800万円（前年度比1.9％）増加した。
令和６年度の営業外収益は390億800万円であり、前年度と比較して１億3,700万円（前年度比0.4%）増加した。その主な要因は、他会計補助金が９億5,500万円増加したことである。営業外費用は、９億4,200万円であり、前年度と比較して2,800万円（前年度比2.9％）減少した。その主な要因は、支払利息及び企業債取扱諸費が5,400万円減少したことである。
以上の結果、令和６年度の経常損失は６億7,700万円となり、前年度と比較して５億7,200万円（前年度比546.5％）増加した。
令和６年度の特別損失は28億円であり、前年度と比較して全額増加した。その主な要因は、過年度損益修正損が22億6,000万円増加したことである。
以上の結果、令和６年度の当年度純損失は34億7,700万円となり、前年度と比較して33億7,300万円（前年度比3,220.2％）増加した。

イ　財政状態
令和６年度末の資産は、１兆150億5,900万円（前年度末比96億9,000万円減少）、負債は7,424億7,100万円（前年度末比79億9,600万円減少）、資本は2,725億8,800万円（前年度末比16億9,400万円減少）となった。
資産については、有形固定資産について当年度取得額より減価償却費総額が大きかったこと、改築更新事業に伴う除却等により125億1,400万円減少したほか、流動資産について未収金が21億4,600万円増加したこと等により、結果として前年度末と比べ減少している。
負債については、長期前受金の収益化の影響により、繰延収益が114億1,900万円減少したこと、企業債償還額が発行額を上回った結果、企業債残高が26億9,200万円減少したこと等により、前年度末に比べ減少している。
資本については、一般会計からの出資24億200万円を計上している一方、当年度純損失34億7,700万円により、前年度末に比べ減少している。

ウ　キャッシュ・フローの状況
令和６年度の流域下水道会計のキャッシュ・フローの状況については、業務活動によるキャッシュ・フローが64億9,900万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが52億8,700万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが６億900万円の支出となった結果、６億300万円資金が増加している。

(3)　今後の課題
平成30年３月に策定した経営戦略において一定の前提に基づく試算を行った結果、平成30年度から令和９年度までの10年間の収益的収支において、減価償却費等に見合う収益の不足の発生が各年度20数億円見込まれている。継続的に収益の不足が発生すれば経営の健全性が低下し、長期的には事業運営に支障を及ぼすこととなる。
このため、府は減価償却費等の負担のあり方について検討するため、関連市町村との議論・意見集約を進めた結果、令和７年度より段階的に受益者負担を導入し、令和11年度以降は総務省の示す考え方（公費：私費（受益者負担）７：３）に基づいた受益者負担ルールに移行することを令和元年度末に決定した。
令和６年３月に見直された経営戦略において、令和14年度までの10年間の投資と財源の見通しを投資・財政計画としてまとめており、それによれば令和５年度以降も減価償却費に対応した収入の不足により純損失が発生するものの、令和７年度からの減価償却費に対する利用者負担制度の開始により、収支が改善の方向に向かい、将来的（令和10～14年度の５年間の平均値）には、単年度純損失が解消する見込みとしている。
流域下水道事業の経営改善の取組みを推進するため、府として、関連市町村と合意したルールについて着実に実行することが必要である。
企業債については、今後、金融緩和による低金利の期間に発行したものが順次満期を迎えることとなり、当該企業債の借換債を含め、新規に発行する企業債には直近の金利が適用されることになる。下水道事業においては、企業債に係る金利の上昇が将来の経営に及ぼすリスクに一層注視していくことが望まれる。
当年度において、平成30年度の地方公営企業法適用時における固定資産61億1,600万円及びそれに係る長期前受金等の過大計上に係る誤謬が修正された。当該誤謬の修正により、資本金及び資本剰余金が計６億2,400万円減額されるとともに、過年度損益修正３億2,600万円が計上された。法適用時の固定資産台帳と現物資産との不整合は令和２年度に判明していたものの、資産が約５万９千件と膨大であり突合作業に時間を要したことから、当該誤謬の修正は当年度になったとのことであった。過大計上額が有形固定資産の総額に占める割合は0.2％であるが、公営企業会計は、財務諸表の作成等を通じて、自らの経営・資産等を正確に把握することを目的としていることからすれば、このような事案では、判明した不整合については順次財務諸表に反映するか、注記に記載することが望まれるところであった。
今後、固定資産台帳と現物資産を照合する作業の定期的な実施など、不整合が生じないよう再発防止策を検討されたい。
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